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第38講　先使用権（その３・完）

第９　先使用権の範囲
特許法79条は、先使用権の効力の及ぶ範囲について、「その実施又は事業を実施している発明
及び事業の目的の範囲内」と規定している。したがって、先使用権は、（１）実施ないし準備し
ている発明の範囲内、かつ、（２）実施ないし準備している事業の目的の範囲内でその効力を認
められることになる。以下、この２要件に関して、検討する。

⑴　実施ないし準備している発明の範囲内
先使用権の効力の及ぶ「実施又は事業を実施している発明の範囲内」に関しては、従来の学説
においては、先使用権の効力は、現に実施又は準備をしている特定の実施形式に限定され、これ
と異なる実施形式には及ばないとする実施形式限定説と、実施又は準備をしている実施形式に具
現された発明思想に及び、その発明の範囲内である限り異なる実施形式にも及ぶとする発明思想
説の対立があるとされていた。

ウォーキングビーム事件最高裁判決は、「特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使用
権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その
実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使
用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施
形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式に
も及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使
用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者
が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者に
とつて酷であって、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲にお
いて先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである」と判示して、発明思想説に立つ
ことを明らかにした。

その上で、同判決は、「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないと
きは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明
の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶもの
というべきである」と判示した。
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